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論 文 題 名 

アカウンタビリティが内部監査における判断・意思決定に与える影

響に関する実証的研究 

 

Empirical Study of the Effect of Accountability on Judgment 

and Decision Making of Internal Audit 

 

本論文の目的は、アカウンタビリティが企業の内部監査人および内部統制自己評価

者の判断・意思決定に与える影響について、実験およびアンケート調査を通して検証

することである。なぜ、内部監査人および内部統制自己評価者の判断・意思決定への

アカウンタビリティの影響を実験によって検証するのか、その理由は下記の通りであ

る。 

近年の日本企業を取り巻くガバナンス強化への法的環境の変化(2007 年の内部統制

報告制度の導入など)に伴い、独立したモニタリング機能である内部監査の新たな役

割と重要性が増していることから、内部監査人の判断・意思決定に関する研究の重要

性は高いと考えたからである。特に外部監査人と比較して、内部監査人の判断・意思

決定(Judgment and Decision Making；以下、「JDM」)に焦点を当てた実証研究の数

は限られており、内部監査研究の分野での多くの発見が期待できるのである。またこ

れまで、外部監査人・政治家・医師・投資アナリストなど様々な研究分野において、

アカウンタビリティの影響が検出されており、学術研究が少ない内部監査人や内部統

制自己評価者(以下、自己評価者)の JDMに関するアカウンタビリティの影響を検証す

ることは、アカウンタビリティの研究分野での新しい発見も期待できるのである。 

自己評価者の JDMへのアカウンタビリティの影響については、筆者の内部監査の実

務経験にも起因する。筆者の所属企業の子会社に対して内部統制自己評価(Control 
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Self-Assessment；以下「CSA」)を導入した際、証拠書類の提出まで依頼してアカウン

タビリティを課した子会社の方が、単に回答のみの提出を依頼した子会社よりも総体

的に低い(厳しい)自己評価点を示し、評価に対する説明も詳細に行われていたことか

ら、CSA を取入れた内部監査実務の改善への貢献が期待できると考えたからである。

なお本論文における CSAとは、「現業部門における業務担当者または責任者が、質問

書などを使って自分自身(あるいは自部署)の業務の適切性を日常的に評価する監視

活動」と定義した。 

本論文では内部監査人の JDMに関する実証研究として、経営者の内部監査に対する

期待とアカウンタビリティを操作した実験 I、ならびに報告先と外部監査人からのア

カウンタビリティを操作した実験 IIを行った。自己評価者の JDMに関しては、(1)自

己評価者がどのような意識を持って実際に自己評価を行っているのか、その実態を回

答を記入する際に課されるアカウンタビリティの影響を中心に明らかにすること、

(2)CSA をより有効に活用するための自己評価者の JDM 研究の課題を提示すること、

の 2点を目的としてアンケート調査を実施した。その結果、総じてアカウンタビリテ

ィは内部監査人および自己評価者の判断・意思決定に影響を与え、内部監査の手続に

おいてアカウンタビリティを有効に活用することによって、内部統制の有効性の向上

に貢献できる示唆を得た。 

実験 Iでは、アカウンタビリティの中でも特に JDMに強い影響を与えると考えられ

ている「判断前に相手の見解を知らない場合」と「判断前に相手の見解を知っている

場合」の 2種類の条件下のアカウンタビリティが、内部監査人の JDMに与える影響に

ついて 107名の内部監査人を実験参加者として検証を行った。結果は、判断前に見解

がわからない相手(経営者)からアカウンタビリティを課された内部監査人は、判断前

にアカウンタビリティを課されない内部監査人よりも保守的な判断をし、その判断の

バラツキが小さくなり、努力量が増すというものだった。これは多くの先行研究と同

様に、判断前に見解がわかっていない相手からのアカウンタビリティが、内部監査人

に対して多くの証拠を収集させたり、サンプリングの標本数を増やすなどの詳細かつ
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慎重な監査手続を行うモティベーションを増大させ、厳格な内部監査の実施へと向か

わせることを示唆している。 

一方、判断前にアカウンタビリティを課された相手(経営者)の見解を知っている内

部監査人は、相手の見解を知らない内部監査人と比較して、相手が望む結果に近い判

断をするというものになった。実際に相手の意見が適切であれば、その適切な意見に

自分の JDMも近づいていくためにポジティブな影響を、適切でなければその適切でな

い意見に近づいていくために、JDMにネガティブな影響を与えることを示唆している。

これは、経営者の持っている意見が適切でない場合、内部監査人の JDMもその意見を

肯定する方向へと向かわせてしまうことになり、経営者が内部監査を自分の経営判断

の正当性の主張のために(たとえその判断が適切でなかったとしても)利用すること

も考えられる。その場合、内部監査の目的である「経営目標の達成への貢献」を、経

営者からのアカウンタビリティが阻害してしまう恐れがある。 

実験 IIでは実験 Iで顕在化された課題をもとに、内部監査の報告先(経営者・監査

委員会)の違い、および経営者以外からのアカウンタビリティ(外部監査人への内部監

査報告書の提出の有無)が内部監査人の JDM に与える影響について、タスクの種類別

(客観的判断タスク・主観的判断タスク・コンプライアンス判断タスク)に 85 名の内

部監査人を実験参加者として検証を行った。結果とその結果から得られる含意は下記

の 4点である。 

(1)報告先が監査委員会の内部監査人は、外部監査人からのアカウンタビリティや

タスクの種類に影響されず一貫した JDMを行うという実験結果から、内部統制の有効

性の向上を内部監査の視点から考えるならば、日本企業はガバナンス体制を委員会設

置会社へと移行させ、内部監査の報告先を監査委員会に変更することを考えるべきな

のかもしれない。内部監査の報告先を経営者から監査委員会に変更することは、経営

者の影響力からの解放と同時に、社外の組織からアカウンタビリティが内部監査人に

課されることを意味する。その結果、内部監査人の客観性は高まり、より適切な監査

意見が述べられるようになることが示唆されているのである。 
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(2)主観的判断タスクでは、報告先が経営者の内部監査人の JDM は寛容になり、外

部監査人からのアカウンタビリティによってその傾向が抑制されるという結果から、

経営者という権威に対する内部監査人の意識が、意図も認識もしていない「間接的な

権威」となってその JDMに影響を与えている可能性があげられる。内部監査人の心の

中に無意識に存在するその種の要因による JDMへの影響を緩和するには、やはり内部

監査部門を監査委員会直轄の組織にすることが 1 つの有効な手段として考えられる

が、それを実行に移すことは容易ではない。しかし、内部監査人に外部監査人などの

経営者以外からのアカウンタビリティを課すことによって、「間接的な権威」の影響

をより現実的かつ効率的に緩和し得ることを実験結果は示唆している。 

(3)客観的判断タスクでは、報告先や外部監査人からのアカウンタビリティに関係

なく、内部監査人は一貫した JDMを行うという結果から、たとえ主観的判断が求めら

れる監査であっても、判断基準をできる限り明確にすることによって内部監査人の

JDM は、「間接的な権威」や報告先の違い、経営者以外からのアカウンタビリティに

影響されず一貫する可能性があげられる。実務面では、できるだけ多くのプロセスに

対して社内の判断基準を明確に設定することが求められる。そのためには、内部統制

の構築やその支援を担当する内部統制の推進部署を新たに設置する(すでに設置され

ている場合には、さらに多くのリソースを投入する)ことが 1 つの有効な手段となり

得る。 

(4)コンプライアンス違反に関する判断タスクでは、報告先が経営者の内部監査人

の JDMがより厳格になった結果から、コンプライアンスに関する社会的重要性や違反

が発覚した場合に及ぼすリスクの高さが、報告先が経営者の内部監査人の JDMをより

厳格なものにすることを示唆している。一方、外部監査人からのアカウンタビリティ

によってその厳格な JDMが弱まるという結果は、社内でのコンプライアンス違反とい

ういわば恥ずべき事実を社外の者に知られたくない、あるいは知られることによって

会社が受ける評判リスクが高いと内部監査人に意識させ、都合の悪い事実を隠そうと

するなど経営者以外からのアカウンタビリティが、内部監査人の JDMにネガティブな
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影響を与える可能性があることも示唆している。 

アンケート調査は、実際に企業や非営利団体において CSAに回答している、あるい

は回答したことがある自己評価者を対象に行われた(アンケート調査票を 410 通配布

して、122通を回収した)。結果は、内部監査部門から自己評価者に回答の裏付となる

説明や証拠資料の提出を、回答提出後に要求する可能性があることを事前告知するな

どのアカウンタビリティを課すと、実際に CSAの後に監査されることがわかっている

時に近いプレッシャーを自己評価者が回答時に感じていることがわかった。その他に

も、自己評価者の大半は CSAの質問数は 50問以下が適切と考えていることや、CSAは

内部統制のレベル向上に貢献すると考えていることなど、自己評価者の立場から CSA

の実態について様々な発見があった。また CSAを有効活用するために、それらの発見

をもとに今後の自己評価者の JDMの実証研究に向けた課題を提示した。 

本論文の貢献としては、次の 3点が挙げられる。まず会計・監査研究の中でも、特

に内部監査研究への貢献である。経営目標達成のために各企業が独自で実施する内部

監査に関するデータは、その秘匿性ゆえに入手が難しく、データの希少性を主な要因

として、内部監査人の JDMに関する実証研究は外部監査人に対する同様の研究と比べ

てその数は少ない。そのため内部監査人を対象とした実験 I・実験 IIは、内部監査の

実証研究の蓄積に資すると考えられる。 

次に、コーポレートガバナンスの研究への貢献である。日本では、委員会設置会社

と監査役(会)設置会社のガバナンス体制の違いによる業績への影響を検証した研究

は比較的行われているが、内部監査の視点から、内部統制に関するその違いの影響を

検証した研究は少ない。また海外では報告先(経営者・監査委員会)を操作して、内部

監査人の客観性を外部監査人がどのように評価するかを検証した研究が比較的多く

行われているが、内部監査人の判断をダイレクトに検証した実験研究の数は限られて

いる。実験 II ではこの 2 つのテーマを扱っており、その領域での実証研究の積上げ

の一助となると同時に、日本企業がガバナンスを強化していくにあたっての有用な情

報をもたらすと考えられる。 
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最後に、会計・監査研究の中の監査人(外部監査人および内部監査人)以外を対象に

した JDM研究への貢献である。これまで、現業部門の人々が通常の業務の一環として

行っている CSAを学術面から捉えた研究は少なく、自己評価者の声を直接アンケート

によって調査している実証的な研究となるとその数はさらに少なくなる。アンケート

調査にもとづいて提示された研究課題を実験などの実証研究で検証することによっ

て、内部統制の有効性の向上や内部監査プロセスの改善につながる監査を受ける側
．．．．．．．

の

JDM研究への貢献が期待できるのである。 

本論文の構成は、第 1章にて、本論文の目的と動機、実験 I・実験 IIならびにアン

ケート調査の概要を述べている。次に第 2章において、内部監査と実験研究について

の説明を行い、第 3章において、アカウンタビリティを本論文のテーマとした理由な

らびにアカウンタビリティに関する説明を加えた後に、先行研究のレビューを行い実

験 Iの仮説を展開した。次いで第 4章では、実験 Iの方法およびその結果・分析を提

示し、実験 I のまとめを行った。第 5 章では、先行研究のレビューから実験 II で検

証する仮説を展開し、次いで実験 IIの方法およびその結果・分析を提示し実験 IIの

まとめを行った。第 6章では、CSAを本論文のテーマとした理由を論じた後に、CSAに

ついての説明、ならびに先行研究のレビューを行い、自己評価者へのアンケート調査

の結果・分析から今後の自己評価者の JDM 研究のための課題を提示した。最後に第 7

章において、本論文全体の要約と結論、ならびに今後の内部監査研究の方向について

論じている。 


